
令和７年４月 10 日 

 

公益財団法人高知勤労者福祉サービスセンター公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  当財団が現在運用している業務システムのリース期間満了に伴い、新システムの調達

とハード機器の入替え等が必要となる。 

個人情報の漏洩等に対するセキリュティ強化及びＢＣＰ対策の一環として、クラウド

サービスを導入すること及びインターネット申請機能の本格導入による会員の利便性向

上を図るため、民間事業者等の高い知識や構想力・ 応用力を評価して，価格比較だけでな

い方法により提案内容を審査のうえ、財団にとって最も適したノウハウや技術等を持つ

業者を選定するもの。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業務名  基幹業務システム導入 運用業務 

 ⑵ 業務内容  別紙「高知勤労者福祉サービスセンター基幹業務システム導入 

運用業務仕様書」のとおり 

 ⑶ 履行期間  契約締結日から令和 13年９月 30 日まで 

   ＜導入＞契約締結日から令和８年９月 30 日まで 

   ＜運用＞令和８年 10 月１日から令和 13年９月 30日まで 

 ⑷ 契約上限額 ２，０００万円（税込） 

   ※導入時の費用及び５年間の運用費用 

            ※現行の消費税率（10％）を前提とする 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加を希望する者は、提案募集開始日から契約の相手方の候補者決

定までの間において、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167 条の４ 

第１項の規定に該当しない者であること。 

⑵ 破産法（平成 16年法律第 75 号）第 18条第１項若しくは第 19条第１項若しくは第２ 

項の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21

条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第

17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、民事再生法

の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の

申立てがなされた者であっても、民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は

会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については、当該再生手続



開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 

 

４ 参加手続 

下記の提案書提出期限までに、指定された部数等を提出したことにより参加申込をし

たものとする。 

⑴  提出書類 

別紙１に掲げる書類を提出すること。 

 ⑵ 提出部数 

   計７部（正本１部、副本６部） 

 ⑶ 提出期限 

令和７年７月１日（火）午後５時まで。期限後に到着した提案書等は無効とする。 

 ⑷ 提出場所等 

 財団へ持参又は郵送（記録付き郵便に限る。）により提出すること。持参の場合は、

火曜日から土曜日の午前８時 30 分から午後７時まで。 

⑸ 担当者 

  本企画提案に係る担当者は次のとおりとする。 

  住所 〒７８１－０８０２ 高知市丸池町１番１－１４号 

  電話 ０８８－８８５－９７３９ 

  Ｅメール ko-kinro@kumpel-kochi.com 

  担当者 井上 

 ⑹ 提出された提案書等の取扱い 

  ① 著作権は、提案者に帰属することとする。 

② 提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の選定以外の目的で

は使用しない。 

③ 提出された提案書等は返却しない。 

④ 提案書等に含まれる著作権 特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

５ 提案書作成要領 

⑴ ・提案項目 

必要な機能の必須機能（別紙２）に記載してある項目について全て提案すること。 

  仕様書に記載のある事項以外で、特に優れた点がある場合には、記載すること。 

 ⑵ 作成に当たっての注意事項 

① 用紙サイズ 

Ａ４サイズとする。必要に応じてＡ３サイズの使用も可能。 

② 正本（１部）には、導入実績に記載した内容が確認できる書類（契約書の写し、受



注証明書等）を添付すること。 

③ 提出期限後は提出された提案書等の差替え又は再提出は認めない。ただし、財団か

ら指示があった場合を除く。 

④ 提案書等に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とする。 

 

６ 審査手続 

⑴ 審査の実施 

   審査は、提出された提案書等について、「財団基幹業務システム導入 運用業務に係

る審査基準」・（技術力 60％、価格 20％、BCP 対策の妥当性 20％）に基づき実施する。ま

た、提案書の説明及び質疑を行うプレゼンテーションを実施する。このプレゼンテーシ

ョン審査については、オンラインで実施することも可能とし、財団の指定するオンライ

ン会議ツールによって実施する。 

① プレゼンテーション審査は、提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として

実施するもので、「４参加手続」に従って提出された提案書等以外の資料の使用は認

めない。 

② プレゼンテーション審査日は、令和７年７月 23 日（水）とする。実施の詳細につ

いては、提案者に別途連絡する。 

③ プレゼンテーションで必要な機器は提案者が用意すること。ただし、財団は、プレ

ゼンテーション審査会場に電源、プロジェクター及びスクリーンを準備する。 

④ プレゼンテーションにおける提案書、補足事項の説明は、各者２０分以内とし、質

疑応答の時間は１０分間を別に設ける。 

⑤ プレゼンテーションの参加人数は、説明者を含めて３名までとする。 

 ⑵ 注意事項 

  ① 指定時間に遅れるなど、プレゼンテーションを実施できなかった場合は、原則とし

て失格とする。ただし、不測の事態で指定時間に遅れた場合はその限りではない。 

② その他必要な事項については、適宜職員の指示に従うこと。 

 

７ 審査結果の通知及び公表 

  審査結果は、提案書を提出したすべての者に書面にて通知する。 

 

８ 契約金額 

  契約金額は、提案された見積額を上限とし、各年度の契約金額は、財団と協議の上決定

する。 

 

９ スケジュール 

  令和７年５月 30 日 質問書提出期限 



  令和７年６月 10 日 質問書に対する回答 

  令和７年７月１日 提案書受付期限 

  令和７年７月 23 日 プレゼンテーション審査 

  令和７年７月下旬 優先交渉権者決定、契約調整 

  令和７年８月上旬 契約 

  令和８年 10 月 本稼働 

 

10 その他 

 ⑴ 契約保証金の納付義務 

   免除する。 

 ⑵ 無効となる提案等 

① 本説明書に示した参加資格を有しない者のした提案 

② 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

③ 本説明書に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

④ 見積金額が契約上限金額を超える提案 

⑤ 審査の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

⑶ 提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の負担とする。 

⑷ 本プロポーザルの提案者が財団から受領した書類は、財団の了解なく公表又は使用

してはならない。 

⑸ １者につき提案は１つとし、複数の提案はできない。 

⑹ 契約内容の履行にあたり、提案書等に記載した業務実施体制の変更は、原則として認

めない。 

ただし、担当者については、実務経験が同等以上と財団が認める場合は、この限りで

はない。 

⑺ 提案書等の提出後に辞退する場合は、必ず書面（様式は自由。）により届け出るもの

とする。 

⑻ 提案書等の提出後、財団が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。

追加書類の取扱い等については、先の提案書等の取扱いと同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

提出書類 

№ 書類名称 記載事項 

１ 提案書 １ 導入システムの概要 

システムの概要 特徴等 

２ システムの構成案 

システムマップ案、主要ページのイメージ図等 

３ 実施体制 

導入支援体制、統括業務責任者及びスタッフの

資格 業務経験、再委託の有無（ある場合は委託

先及びその内容） 

４ 運用保守 

通常時のサポート体制等 

５ スケジュール 

導入までの具体的なスケジュール、システム耐

用年数又は今後の改修の見込み 

６ システムのセキュリティ 

セキュリティ対策、障害発生時の対応等 

７ 災害時等における業務継続性の確保 

財団業務の継続に資する特長、機能 

８ 導入実績 

９ その他 

その他の提案等 

２ 導入実績 導入実績が確認できる書類（契約書の写し、受注証

明書等） 

※正本へ添付すること 

３ 信用確認書類 １ 発行後３月以内の登記簿謄本 

２ 直近の決算にかかる財務諸表（損益計算書及び

貸借対照表） 

 

  



（別紙２） 

必須機能一覧 

機能 説明 

クラウド管理 クラウドサーバーにおいてシステム稼働を行う。 

事業所管理 会員事業所情報の管理 

会員管理 会員情報の管理 

会費管理（請求、還付） 会費収納状況の管理 

事業管理（参加費、助成） 補助事業の管理 

共済給付管理 慶弔共済給付管理 

インターネット受付機能 各種事業等のネット受付 

スマートフォン対応 スマホ専用画面による表示 

決済代行 事業、会費等のコンビニ決済 

電子会員証 会員証の電子化 

 

 

 

 

 

 


